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令和５年度 第２回国立市環境審議会 

会議記録 

日時： 2024年 2月 16日（金） 19:00～21:00 

場所： 矢川プラス 多目的ホール 

 

「国立市地球温暖化対策実行計画（案）」へのパブリックコメント等とその修正等の対応、および「国立市緑の基

本計画」の改定方針について、事務局より説明を行ったのち、協議を行った。協議内容は以下の通り。 

 

１. 国立市地球温暖化対策実行計画（案）への意見に対する対応について 

※資料「環境審議会・建設環境委員会・パブリックコメントからの主な意見に対する対応」および「国立市地球温暖化

対策実行計画（案）」に基づいて協議。 

 

山上委員：このページ（環境審議会・建設環境委員会・パブリックコメントからの主な意見に対する対応）の 6番

の、「再生可能エネルギー」だったところが、今はこの計画書の中で、何カ所か「脱炭素エネルギー」になって

いるところについて質問を当局の方にしながら、皆さんの委員の中で意見を伺いたいと思っています。 

私は、変えるべきではない、再生可能エネルギーのままであってほしいと思っています。なので、修正を戻し

てほしいと思っています。なぜなら、この脱炭素エネルギーという言葉は検索しても出てくるのがほぼないです

し、他の先進自治体、長野県とか世田谷区とかの他の自治体や、国立市が設定した目標と同じ、

60％、62％という目標を設定した自治体でも、「再生可能エネルギーの目標」とかを使っています。 

なので、私たちが、これから 2030年までのこの計画で再生可能エネルギーという言葉をなくすことで、市民

にもどう伝えたらいいのかがぶれますし、伝わらないことが、削減には、結果、分からない、よく分かんないから

今のところ動くのやめとこうってなっちゃうのではないかなと懸念しています。また、補助金も、国とか、あと、東

京都の補助金も、再生可能エネルギーと検索すれば出るんですが、使えるものにたどり着けないというところ

が損していると思っています。 

伺うのが、今この国立市で変えた「脱炭素エネルギー」っていう言葉の定義、どういうものをお考えなのかを

教えてください。 

事務局：市内で太陽光発電設備を導入したり、なかなか国立では風力とかバイオマスがないですけれども、そういっ

たものは当然に「再生可能エネルギー」という言葉をそのまま使わせていただいています。あと、市外の小売

電気事業者さんから買っている電力を再生可能エネルギー電力に切り替える、この中では、将来的には

再生可能エネルギー以外の電力も含めて供給される可能性があるのではなかろうかというご指摘を頂戴し

て、文言の定義の整理をさせていただきました。 

それを総体として「脱炭素エネルギー」というような表現にはさせていただいております。ただ、考え方として、

基本的には当然カーボンニュートラルな電気を多く流通させて、今回記載させていただいた 60％の目標に

は取り組んでいきたいというふうなところではございます。説明、以上です。 

亀山会長：72 ページに用語の解説があります。そこに、さ行のところに、再生可能エネルギーがあって、た行のところ

に脱炭素エネルギーっていうのがあります。要所要所それぞれに適切に使い分けている、っていうふうにご理

解いただければいいかなと思うんですけど。強いて言うと、再生可能エネルギーと脱炭素エネルギーとは用語

上どう違うかってのは書いてなくて、どこも書きにくいから、きっと書いてないんです。いずれも使われる用語で

もありますし、適宜必要な場所にそれぞれ使われているなっていう感じはするんですけれども。 

山上委員：用語の場所を教えてくださり、ありがとうございました。では脱炭素エネルギーは、原子力由来の電力と、

まだ実証実験中のカーボンニュートラルメタンと、再生可能エネルギーを含んだもの、ということで合ってるでし



2 

 

ょうか。 

事務局：はい。そのとおりです。 

山上委員：承りました。原子力発電が今まで議論されてないのに、ここに可能性として含むのは議論が足りないと思

っています。今までの案の箇所が大体、再生可能エネルギーだったところが脱炭素エネルギーになっておりま

す。これまで書かれていたところでは、例えば 23ページは、今までの文章は「再生可能エネルギーの導入

は太陽光、地熱、水力、風力などの自然エネルギーを積極的に活用することで化石燃料由来のエネルギ

ーを削減するものです」とありました。それが、便宜的に全部変えてしまったために、脱炭素エネルギーのって

なっていて、これはイコールではないので、こうなる文章がそもそもおかしいなと思っています。 

あと、他の箇所、変更箇所を検証すると、42ページの、目標と進捗指標であります。今までは住宅や事

業所における再生可能エネルギー電力への切り替え、いわゆるパワーシフトを施策として挙げていて、国立

市の世帯に再生可能エネルギー100％の電力に家庭で切り替えてもらうっていうことを施策にしていると去

年の面談でも教えてくれました。それは今、増やしていく、創エネの一時的なものとして私も賛同してました

が、脱炭素電力っていうのは聞いたこともないので、どう指標を検証するのかも、どうなんだろうという疑問が

あります。 

そもそもメリットを並べて検証しないと、変えていいのかっていう。変えることのほうが損をしてると思っていて、

メリットが分からないです。なぜ、この、原発も含めた、将来世代の電力も含めた用語を、今こんなにたくさ

ん変えてるのか疑問があるんですが、意義とメリットを教えてください。 

事務局：より正確に表現するに当たって、脱炭素エネルギーっていう文言を使わせていただいたんですけれども、委員

会の委員の皆さまから、さまざまご意見いただければ、それも含めて考えさしていただければと思うんですけ

れども。 

山上委員：分かりました。私が結構しゃべっちゃったんですけど、委員の方々は脱炭素エネルギーっていう言葉を何回

か聞いたことあったのか。それとも再生可能エネルギーという言葉の、聞いた量の比較とか、もし、率直なご

印象とか、CMで聞いたことがあるとか、脱炭素エネルギーっていう言葉について、皆さん、どう思われます

か。 

亀山会長：これは、用語のところに書いてありますし、もう 1 つは、用語については国でも役所によっていろんな使い

方がいろんな使い方があったりもするんです。ですから、ここで統一しちゃうのも一つなんですが、しにくいとこ

ろもあるっていうこともあるんです。だから、そういう点で言うと、ここに書かれていることが、用語の解説を見な

がら、それとして理解していただければ、それでいいのではないかっていうふうに思うのです。あんまりこの言葉

にこだわり過ぎることもない。言っていることの本質が分かればそれでいいんじゃないっていうふうに、私はそう

思うんですけれども。 

山上委員：会長がおっしゃることは分かりました。 

亀山会長：よろしいですかね。じゃあ。 

傍聴者：何なんだ脱炭素エネルギーって。 

亀山会長：ちょっとすいません。傍聴の方は、ご意見は慎んでいただいて、こちらで進めます。どうぞ。 

清水委員：すいません。よろしいですか。私も脱炭素エネルギーって急に変えたのは何かなと思ったんですけど。2 つ

お伺いしたいんですけど、1 つは、6番の建設環境委員会の方から表記を変えるべきではないかというお話

があったということなので、何でここを変えたいと建設環境委員会の方々はおっしゃられたのかっていう、もし

理由が分かってるのであれば、差し支えない範囲で教えていただきたいと思ったのが 1 つです。 

あと、56 ページに、再生可能エネルギー、これは国立市役所の皆さんがやられる施策の中の文言が入って

んですが、こちらは再生可能エネルギーを最大活用しようっていう形になっていて、先ほどの国立全体では

脱炭素なんだけども、こちらは再生可能だっていうところの、この違いは何なんだろうって、少し疑問に、率直



3 

 

に疑問に感じましたところがあります。 

事務局：1 つ目の、委員会でのご質問の趣旨っていうところなんですけれども、国の温対計画なり資源エネルギー庁

の将来電力見通しの中では、原発の再稼働を元に計画が立てられており、国立市の計画自体も、それを

踏まえて立てられている。そうすると、再生可能エネルギーだけが 60％削減に寄与するものではなくて、原

子力の稼働によるエネルギーっていったところも含めて文言整理するべきではないかっていったご趣旨のご指

摘がございました。われわれとしては、そこの文言の、そのご指摘を受けて、言葉の正確性といったところで、

今回修正しました。 

一方で、56 ページのところの市役所が調達するエネルギー、電力調達なんですけれども、市役所が電力

購入する場合においては仕様書で自然エネルギー由来って規定しておるところがございますので、将来的

に含めても、市役所が外部から買う電力の脱炭素エネルギーは、イコール再生可能エネルギーであるってい

うことから、ここは再生可能エネルギーのままにさしていただいているというような整理になっています。 

傍聴者：脱炭素エネルギーなんてないからね、そんな用語は。 

山上委員：今、議員側からの意見があったということですが、建設環境委員会の録画を見まして、これは全員がそう

言って、一致した意見ではなくて、ある議員が関連した言葉は言ってたんですけど、このエネルギー、この 2

行目は言ってなかったです。再生可能エネルギーの切り替えではなくて、脱炭素電力への切り替えと表記

すべきではないかというのは議会の中では言ってなかったです。その議員の趣旨としては「原発も再生可能

エネルギーと同じように扱ってほしい、そう書き直したほうがいいんじゃないか」っていうふうに言っていて、その

後に市の職員が、「再生可能エネルギーだけではなく脱炭素エネルギーの、原発も含めたということに対応

して脱炭素エネルギーの補助金を検討とする」と言っていて、議員は脱炭素エネルギーという、脱炭素電力

とは言ってなかったです。なので、その他も、この定義を変えていいのかっていうのが疑問が残っています。 

私がなぜここまで言っているかというと、今も心落ち着いてはないですが、なぜかと言うと、1.5度という気候

変動の温度上昇が止められなくなるっていうところが、もう目の前に来ているからです。今、去年の夏、皆さ

ん思い出していただくと、夏、30分歩くだけでも体調不良になりそうで家から出なかったこともあったかと思い

ます。食べ物も、三田さんもすごく目の前で経験されてると思いますが、雨が降らなくて食べ物が取れなかっ

たりとか、豪雨が降り過ぎて水が氾濫し過ぎて田んぼが 3割取れなかったとか、食べ物が取れなくなってき

ているんです。それが、もうずっと取れ続けなくなるというのが、もう目の前に来てるんです。今、私たちは、値

段が上がったら、買えることができる人は買えるでしょうけど、私はあと 50年ぐらい値段が高くなり続ける、

外から輸入ができなくなるかもしれない、食べたいものが食べられなくなるかもしれない。それが、自分のめい

っ子もそうなるかもしれない。ずっとそういう恐怖を抱え続けなければいけないという危機感を怖いなと思って

います。なので、国立市が今もっと役割、世界から必要とされるレベルの、設定してくれたことは感謝してい

るんですが、どんどん削減していかないと、これを傍観していられないと思って、今ここにいます。 

みんな、できないわけじゃなくて、もっと知れば、情報を端的にみんながキャッチすれば行動してくれるし、私

も右も左も分かんなかったけど、パワーシフトとか、知ればすぐに行動できることばかりなので、情報を整理し

なければいけないと思っています。市民に、定義がどうのとか、注釈を見なきゃ分からない言葉だとか、世間

一般で使われている言葉じゃない言葉を国立市だけで使うようになっちゃうと、回りくどくて情報が届かない、

結局分からなくて、後々でいいかなってなっているのが、今、日本のガラパゴスの気候変動対策の遅れで

す。それに危機感を持っていて、まず言葉を分かりやすく伝えられるように決めていこうというか、もともとのほ

うに戻してほしいっていうか、そのほうがみんなも分かりやすいし、市役所でも苦しくないと思っています。なの

で、そのメリットについては、あまりぴんと来なかったです、説明を受けても。皆さん、他の委員の方々はどう

思いますか。 

傍聴席：（拍手） 
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亀山会長：お気持ちは分かりますけれども。 

黒澤委員：（事務局から傍聴人に対して）注意してください。 

亀山会長：はい。用語に関してですよね。どちらかに統一したほうがいいというのであれば、そういう方向で考えていくっ

ていうこともあろうかとは思いますけれども、そのほうについて少しご意見があれば伺いたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。言わんとするところはお分かりいただけるだろうと思うんですけれども、どういう用語でそ

れを表現するかの問題だというふうにお考えいただけるかと思うんです。皆さん同じ、お気持ちからは、多分

ここにおられる委員の皆さん、同じようなお考えをお持ちだろうと思いますけれども、表現上どうしたら良いか

ということだろうと思います。 

山上委員：そうです。表現をこのままの内容でするのは違うんじゃないかと思っています。例えば 47ページ、脱炭素

エネルギーって何だろうなと思って読んでいた人たちがたどり着いた 47 ページ、これを見ると、再生可能エネ

ルギーとカーボンニュートラルメタンっていうのがおんなじものなのか、それか、次からできるのかなという印象

を、私が何も知らなかったら、そう受け取ります。ただ、この下の黄色い部分は今も実証実験中で、2030

年の目標、東京ガスの目標が、導入、関東、東京電力圏内で 1％、2030年度導入目標が 1％だけで

す。つまり CO2削減できるという確証がまだ持ててないのに、再生可能エネルギーと同レベル、同一に扱っ

ていることが、この多様な脱炭素エネルギーという言葉がとても危険で、誤解を招かねません。注釈を見る

よりも、こちらの 47 ページのほうが膨大におっきいので、こういう、この内容を見れば、よく分かんないけど何

とかなる。いろいろ選択肢があるんだな、分かんないなで止まってしまうと思います。 

私が 2年前に、温暖化の対策どうしよう。家にいても怖いし、外に歩いていても化石燃料の電力でこの電

車も動いてるんだろうなっていう不安がたまらなかった時に、国立市の温暖化対策計画をまず読んでみまし

た。自分の街の、このイルミネーションの電気はどんな電気なんだろうって、国立市は頑張ってくれてるのかな

と思って、2年前にその計画を手がかりとして見て、当時の目標は 20％削減とかで低かったので、悲しかっ

たです。なので、気候変動対策をどうしたらいいんだろうって迷った人がたどり着く、見始めるのがこの計画書

だったりだと思うので、このメッセージはとても大事にしたいんです。 

今、私でも調べたり、小学生でも SDGs教育とか、これを見る可能性がありますし、市役所の職員もこれ

を基に計画をつくると思うんです。今このまま、定義が微妙だし、原発を選択肢の中に入れてる、入れようと

したっていう、その意義が分からないです。今まで 1年間検討してきて、2 カ月の間に急に出てきたのは、そ

れはすごく乱暴な気がしてしまいます。他の委員の方としてはいかがですか。 

川野委員：いいでしょうか。 

亀山会長：はい。 

川野委員：ありがとうございます。すいません。話が変わるかもしれませんが、前回もそうでしたが、なかなか討論にな

らないような形になっていると思います。私も前回発言しようと思いましたが、皆さんの意見が多かったので

控えました。この中身がより濃くなるような討論をされていくことが必要だと感じます。今も、再生可能エネル

ギーという言葉を載せるか、炭素エネルギーを載せるかというところで議論になっています。現時点では、市

役所からも明確な回答がされておりません。 

提案ですが、まだ、計画案の段階なので、変更可能だと思います。今、山上委員が発言していることを、も

う一度、市役所でも検討し、明確な回答ができるような場を設けた方がよろしいかと思います。審議会の

開催が、第 3回、第 4回と続くか分かりませんが、今回は一度持ち帰っていただき対応しては如何でしょ

うか。他の案件もあると思います。皆さん、たくさん集まっています。残り 1時間ぐらいしかありませんので、他

のことも討論するのは如何でしょうか。これだけで終わってしまうのは、多くの方が集まっているのに非常に時

間がもったいないと思いますので。まだ、決定ではないので、ぜひ、市役所は今回の内容を持って帰っていた

だいて、明確な回答ができるような形と、皆さんが納得するような説明もしていただけたらと思います。いかが
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でしょうか。 

亀山会長：はい。 

傍聴者：今回答しろ。 

黒澤委員：ちょっと静かにしてもらえますか。審議できないでしょう。あなたがやじることで皆さん発言しにくくなるんで

す。やじらないでください。拍手もやめてください。 

亀山会長：今、ご発言ありましたように、これにつきましては、もうちょっと検討したほうがいいかなと思いますので、事

務局で持ち帰って検討いただくということでいいですか。 

事務局：はい。承知いたしました。 

亀山会長：というふうにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

山上委員：分かりました。川野さん、ありがとうございます。 

回答を頂くだけではちょっと不安が残っていまして、やっぱり回答を頂いたところで委員の皆さんでもんで、こ

れでいいねって思える内容になったらいいなと思っていて。できれば委員の皆さんで回答を見て話し合える

場が、もう一回、審議会があったらいいなと思っていますが、他の方々はどうでしょうか。 

亀山会長：それにつきましては事務局と少し詰めますので、預からせていただくということでよろしいでしょうか。 

山上委員：はい。では、お願いで、意見が出て決定はすぐに行かないでいただきたいと、お願いは申し上げます。 

亀山会長：はい。ありがとうございます。その他いかがでしょうかね。 

倉本委員：22、23番に関連して、この計画が次に見直される予定の時期を明示していただけたら。つまり、この計

画、30年までと言っても、30年過ぎてからまた立て直すわけにはいかないので、どこから計画を立て直す

作業をするかということを明らかにしておいていただけたら。22、23 についてはそのとおりではないにしても、そ

れに代わるものになるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

亀山会長：お願いします。 

事務局：今回の実行計画につきましては 2030年に向けた計画ということで想定しておりまして、その途中段階で

見直すといっても、今が 2024年に入ってるところもございますので、現状では明確に 

倉本委員：例えば 1年前から見直しの作業をします、2年前から見直しの作業をします、そういったおおざっぱな話

でいいんですけど。30年、緑の基本計画の場合は期限が切れてからでないと見直しの作業に入らなかっ

たので、30年過ぎてから見直しの作業に入るのでは困ると思いますので、それ以前に見直しの作業に入る

ということをお約束していただけるだけでも随分違うと。 

事務局：失礼いたしました。2030年までの計画でございますので、そこが途切れないような形で見直しには、当然

に入るべきだというふうに考えておりますので、ここはお約束させていただければと思います。 

倉本委員：通常はこういった計画をつくる時に、いろんな事態の変化があったりもするわけですから、それに対応して

適宜変えてするとかっていうことも必要ですし。ある程度、長い年月の中ですから、どうしても変えていかざる

を得ないという状況も出てくるっていうふうに考えると、見直しってどこかの項目にきちんと書いといたほうがい

いですね。そこ検討しておいてください。 

事務局：分かりました。 

亀山会長：他、いかがでしょうか。 

山上委員：今日、いろんな考えなければいけないことがあると思っています。他の議題もあるので、もし意見言いたい

んだったとなったら途中で言ってください。 

亀山会長：短く、簡潔にお願いします。 

山上委員：分かりました。44 ページと 47 ページについて、先ほどの内容と重なるかもしれないんですが、2030年ま

でに何をするべきかと、それ以降の検討するのを分けなければいけないと思っています。なぜなら、2030年

までの目標と進捗をつくっていて、なのに 44 ページの③は主要施策の 1 つになっていますが、これは進捗
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目標にも入れてないので、取りあえず、当面、取り組めない、今、取り組めないですし、別にやることでもな

いというふうに国立市が設定している内容です。ただ、③として主要施策の 1 つになってしまってるので、紛

らわしい。市民とか事業者さんが結局どれをやればいいのって混乱することが心配しています。なので③は、

コラムとして別枠にしてほしいです。2030年までに計画に入れてないと検証できない、進捗状況確認でき

ないものはコラムに移してほしいです。 

亀山会長：今おっしゃったの、44ページの③の、その他の脱炭素エネルギーの導入、費用拡大、このことを言ってる

わけですか。 

山上委員：はい。そうです。 

亀山会長：これが。 

山上委員：別枠の。主要施策に入れるのではなくて、進捗を確認できないものなので、これらが。コラムにしてほしい

と思っています。例えばペロブスカイトは今も値段が決まっていなく流通してないですし、水素エネルギーも日

本で国内では大量生産できてないですし、カーボンニュートラルメタンも、先ほど、重なりますが、まだ実験

中で、使えるかも、まだ東京ガスも明言していません。小水力発電は国立市ではポテンシャルが、環境省

の報告からもほとんどないですし、ほとんどというかゼロですし、とにかく 42ページの進捗管理ができるものに

含まれていないので、主要施策として置いておくのは違うんじゃないかなと思っています。 

亀山会長：その 1点ですか。まだ他にも？ 

山上委員：47 ページ。これはまた別の趣旨なんですけど、カーボンニュートラルメタンが、これの 10行ぐらいが全部、

日本ガス協会のウェブサイトの内容をそのまま転載してあって、この内容ではなくて、私の提案としては、ガス

のカーボンニュートラル化という別枠にして、再生可能エネルギーとは別にしてほしいです。内容としては、い

い面も悪い面もあることを両方明記してほしいです。今というか現状商用化していないことと、あと、課題も

あるっていうことも明記してほしいです。内容としては東京ガスで研究しているが 2030年の導入目標が

1％だけっていうことと、課題としてコストが高いことと、再エネ由来の水素が必要で、今はカーボンニュートラ

ルに寄与しないというのが自然エネルギー財団からもいわれていて、いいふうに言うことも、評価することもあ

ると思うんですが、次世代のエネルギーっていうのが、今、目にするだけで、実はいろんなありますけど。 

亀山会長：分かりました。 

山上委員：そんなことが後回しにするような印象を受けるので。というか自分たちの世代からすると、対策を、いいもの

を、まだできてないものを並べて対策を後回しにしないでくれ。とにかく現実の再生可能エネルギーと省エネ

を、どんどん普及していくってことができるんだったら、それをどんどん PR してほしいと思っています。 

亀山会長：分かりました。1 つは 44ページの③ですね。具体的な数値目標に反映しにくいので、これについては、こ

の表からは外して別のところに持っていったほうがいいだろうということだろうと思いますけれども。それと、もう 1

つは 47ページの、カーボンニュートラルメタンについての記述については、もう少し他の状態も見ながら書き

直す必要があるんじゃないかというようなご指摘ですが、これについてはよろしいですか、事務局のほう。 

事務局：44ページ目のところは、さまざまなエネルギーの可能性っていったようなところを列記させていただいたような

形で、この情報提供自体が地球温暖化対策にさまざまな方策があるんだなということの理解の推進につな

がるかなというところで、未来の先進技術も載せさせていただいて。これが実用化するかどうかっていうのは、

また当然に難しい課題だろうというふうには考えておるんですけれども。コラム形式でカーボンニュートラルメタ

ンの話と、ここは改めてご説明させていただいてるんですが。構成としては、まずはこの形でいかがかなという

形で出ささせてはいただいておるんですけれども、それが逆効果だっていったご指摘なんだろうと思いました

が。 

亀山会長：ここの①や②って、かなり数値的に具体的に目標になり得るんですけども、③は、そういう意味では数値

的に目標になりにくいっていうものではあるから、同列に扱わないほうがいいんじゃないかっていうご指摘だと
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思いますが。 

事務局：その旨、意見踏まえて整理させていただければと思います。 

亀山会長：そうですね。じゃあ、そのことでよろしくお願いします。 

山上委員：ありがとうございます。 

亀山会長：その他どうでしょうか。それでは、一応これまでご指摘いただきましたことにつきまして、多分直すべきものは

事務局のほうに持ち帰って直していただくというふうにしていただきます。 

山上委員：はい。 

亀山会長：ということで、この議題の 1番目につきましてはこれまでとさせていただきます。 

 

２. 国立市緑の基本計画改定方針について 

※資料「国立市緑の基本計画改定方針について」に基づいて協議。 

 

倉本委員：ありがとうございます。今日は地球温暖化対策に関心があっていらした方が多いと思うんですけれども、

生物多様性条約と地球温暖化の条約は同じ 1992年、リオデジャネイロで結ばれた双子の協約です。

ですから、生物多様性の計画も含む緑の基本計画は地球温暖化対策と一体のものとして考えていく、そ

ういう在り方が必要だと思います。 

前回、私も緑の基本計画をつくる時に参加させていただいたんですけれども、前回は生き物が好きな人た

ちが、かなり中心になってつくった計画で、自然が大事な場所を中心に調査をして、それから、それだけでは

なくて、団地とかそれ以外のところも調査をしましたけれども。その中で、団地のような市街地の部分が、国

立では特に、まだ戸建ての住宅が多くて、お庭があって、そこに本当だったら、いろんな小さな生き物がいた

と思うんです。私は立川の羽衣町で育ったんですけど、今から 60年前には庭には小さなバッタとかクモとか

ハサミムシとか、いろんな小さな生き物がいました。でも、今のわが家（国立市内）には、時々トカゲがいた

りする程度で、小さな虫たちはほとんど見ません。ただ、それは、ほとんど舗装してしまった庭だからだっていう

こともあるかもしれないし、それから市街地の隙間みたいな場所がほとんどない、モルタルで占められてしまっ

てるっていうこともあると思います。そういう生き物と触れ合う機会がほとんどなくなった方たちに取ったアンケー

トを基にして、これからの市の自然や緑を考えるのは、かなり無理があって、すごく貧弱な自然や緑が想像

されてしまうんじゃないかっていう危惧があります。 

前回とは違って、今回は特に自然が大事な場所に着目した調査ではなくて、自分の身の回り、自分のおう

ちの周りをよく見て、どうしたらそこで自分たちが生き物と共存できるかを考えるようなタイプの調査が必要だ

っていうように考えていました。ですから、専門家にお願いした調査 4箇所というのは、それは、いい場所で

はあるかもしれないけど、それだけでは、あまりこれからの国立市をどうしたらいいかっていうのには結び付かな

くて。もっと自分たちが住んでるところを、ちゃんと見ていくような、そういう調査団、前回も調査団を結成して

調査をしたんですけれども、そういう調査を、調査団をつくったらいいんじゃないかっていうふうに思っています。 

今までずっと、生き物がいなくなってくる歴史しかみんな見ていなくて、生き物がいないところしか見ていない

ので、生き物と共存することが楽しくて面白いっていうことを感じながら生きていける、そういう国立になるため

には、少なくともどっか行けば、そういう場所があるっていうところから再生してかなきゃいけないなっていうよう

に思っています。 

あと、もう 1 つは、緑の基本計画が、開発の時の上位計画として扱われるので、まちづくり審議会等でこの

計画、緑の基本計画にのっとってないと開発が、ボーナスっていうのかな、本来の枠組み以上の許可が得ら

れないっていうことがありました。だから、前とは違って生き物が大事っていうだけじゃなくて、市民の方たちの

財産もある意味では制約するような面があるっていうことを意識していただいて、つくっていきたいなっていうよ
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うに思っています。すいません、長くなりました。 

亀山会長：すいません。もうちょっと具体的に言うと、どういうことでしょうか。総論的には、よく分かったんですが。 

具体的に、この策定方針について、改定方針について意見を、今、頂きたいのですが。 

倉本委員：悪口を言わない人間になろうと思ってたんですけど。悪口を言って良ければ、この自然が大事な場所 4

箇所を専門家に調査してもらうというのは、市としては頼んでしまえばいいから簡単かもしれないけど、それよ

り、それも、もちろん必要で、その大事な生き物が、どうやって市街地のほうににじみ出ていけるかっていうこと

を、その後、考えられるような調査法であることが必要だし。 

それから市民参加だからといって、カントウタンポポとセイヨウタンポポって、実は雑種ができるということが分か

っていて、そういう調査をしてもちゃんと分からないようなものは別のものに変えて、ちゃんと意味があるような

調査にしたいし。 

それから、それだけじゃなくて、自分、それぞれの方の住んでらっしゃるとこの周囲の調査を、ちゃんとカルテみ

たいなのをつくって、それでデータを集めて、これからの国立をどうしていったらいいかを考えるような基礎データ

にして。その上で、どんなおうちのつくり方をしたらいいか。例えば横尾先生の一橋大学は、フェンスがあって、

のり面があって、垂直の擁壁があるんです。その、のり面には、他の場所では絶滅してしまった貴重な野草

が前はいっぱい生えてたんですけど、一橋大学の管理の仕方が変わって、今はちょっとだけ生えています。そ

ういう場所が大事だってことをみんなが認識することや、その野草を楽しむ人がたくさんいるようになるための

働きかけも含めて、緑の基本計画の中でやって。 

僕がやることとして考えたほうがいいですか。やってくれと言うのですか。 

亀山会長：別に「私がやります」って言っていただいてもいいんですけど、そうじゃなくて。この計画の中で、つまり今、調

査について言われたんですが、具体的にどういう場所で、どういう調査をすべきことが必要なんだっていうこと

が分かるように言っていただけたほうが。 

倉本委員：それは本当に普通の市街地の中で調査をすることで、それは実例をお持ちしたんですけど、会議で資料

は出してはいけないってことなのでお見せできないんですけど。コロナの時に、例えば遠くに行けないんで、うち

の家族 3人で 30分間歩いて道路から見えるもの、花とかを観察だけでも、すごくいろんな楽しみがあるん

です。そういうことを、ちゃんとたくさんの人が分かち合えるようなシステムがあってこそ、次の時代、この 10年

の先の、その次の緑の基本計画が、素晴らしい国立らしい計画になるんじゃないかっていうように思うんです

が。亀山先生の要求に対しては十分応えられてないような気もしますけど。 

ちゃんと街の構造をつくってかなきゃいけないと思うんです。こういう構造にすれば生き物が住める、こういう構

造にしたから今いないってことが、ちゃんと分かるような。ですから、調査というのも、ただ生き物がいました、い

ませんでしたっていうんじゃなくて、こういう場所、こういう条件の場所に、こういう生き物がいましたっていうよう

な調査が必要だと思います。 

亀山会長：分かりました。すいません。今おっしゃったこと、もうちょっと市の職員の方の分かるようにメモにしてお渡しい

ただくとかしていただけたら。趣旨は分かりましたけれども。具体的にどうしたらいいのか。 

倉本委員：メモをつくります。 

傍聴者：資料なんで駄目なんだよ。 

亀山会長：他にいかがですか。 

清水委員：ご質問になっちゃうかもしれませんが、6 ページ目の現行計画における展開施策の実施状況というのが

あると思うんですが、私も今これ、ぱっと拝見しまして、なかなか成果がたくさんある中で、やっぱ課題はある

んだなと思いました。これを今度の、次の計画に生かしていくんだと思うんですけど、この課題から、さらにいろ

いろな方々のご意見とかを取り入れながらつくると思うんですが、その際に国立市の職員の皆さんが中心と

なってやるっていう感じなんですか。それとも、他の市町村の良くできてるところを少し参考にしながら一緒に
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やるのかとか。いわゆるコンサル的な方々が入ってくるのかとか。いろいろあると思うんですけど、その辺はどうい

う形でこれから、何ヶ月かしかない中でどうやるのかなって、ちょっと気になりました。 

事務局：他市の事例も、もちろん参考にさせていただくというところもありますし、令和 6年度、コンサルさんにも入っ

ていただきながら検討はしていきたいというところでは考えております。本年度実施している市民の方向けの

アンケートの結果、これも反映をしながら、現行計画のところ、もちろん根本的に見直したほうがいいというよ

うなところもあるかもしれないですし、より突っ込んだ内容にしたほうがいいってところもあるかもしれないので、

そういったところを整理をしていきたいなというふうに考えています。 

清水委員：なるほど。ありがとうございました。 

亀山会長：倉本委員が言われたような、言われたことですけども、前回の基本計画をつくる時には、この審議会でや

ってたわけですけども、割と始める段階で、基本計画をやろうという段階で、「生き物に関する調査が必要

です」という意見が割と強くあったんです。それで、どうしようかという話から、実はその時は審議会を 1年

間、緑の基本計画をやるのをやめて、1年間調査しますっていうことにしました。そのためには調査団をつくら

なきゃできないので、市民の方、公募で調査員を、手を挙げていただいて調査団をつくったんです。植物だ

とか鳥だとか昆虫だとか、いろんな分野ごとに 6 つか 7 つぐらいかな、調査団をつくって、1年間調査をして

いただいて。それを基に緑の基本計画をつくるっていうようなやり方をしたもんですから、かなり生き物重視の

緑の基本計画っていうのが前回はできてたっていう、それを今、倉本委員がおっしゃっていたことだったんです

ね。 

調査をするのには、いろいろな資材が、当時まだデジカメなかったのでフィルムが必要だとか、いろいろなこと

を皆さん、調査団をつくった時に、いろいろなご意見を頂いたので、それに必要な経費を予算計上していた

だいて。上原市長にお願いをして予算を取っていただいて、調査をするっていうようなことをしたんです。もん

ですから、かなり具体に生き物がどこに、どんな生き物がどこにいるかっていうようなのを基本に置いた上での

基本計画ができてきたっていうことを元にして、倉本委員がそうおっしゃってるということになります。 

それから、もう 1 つですが、ここで、実は生き物の関係っていうのは、生物多様性地域戦略っていう、これは

国家戦略もありますし、東京都の地域戦略が昨年の春にまとめられました。生物多様性地域戦略ってい

うのを、これは市町村計画なんですが、それを基にして、さまざまな生物多様性に関する施策をつくっていく

っていうのが行われているわけですが。国立市の場合ですと、それを、緑の基本計画と、多分つくっていくと

同じようなものになる可能性があって、市民の関心も似たようなところにあるのかなっていうところで。こう考え

ると、緑の基本計画っていうものと生物多様性地域戦略っていうものを 2本並べて、この計画ですっていう

ふうな形にしていくっていうのが一案としてはあろうかなと思うので、その辺も考えて、ここで決めるようなことで

もないかもしれない。市として、その辺はどう考えるかっていうことを検討いただけるとありがたいなというふうに

は思っていたところです。 

後のほうのは、地域戦略と基本計画を一緒にしてしまうっていうことは、市としては難しいですか、これは。

質問ですが。 

事務局：令和 6年度に緑の基本計画改定に当たっては、生物多様性地域戦略の改定も一緒にやるというような

ふうに考えています。 

亀山会長：ということであれば、やっぱり生き物、少し、もっと重視しないとならないなっていうかっていうことにはなりま

すよねっていう。分かりました。じゃあ、その辺を考慮しながらお考えいただいてったほうがいいかなっていうふう

に思います。何かご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いします。 

山上委員：6ページの緑の基本計画における目標値という表について、策定時の数値というのは、いつ？ 2003

年の時のでしょうか。 

事務局：2003年の時に公開した値なんですが、基にしたデータは平成 7年に撮影された航空写真に基づいて探
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知されたものというふうになっています。 

山上委員：分かりました。この右の目標値っていうのは、いつ、何年の目標でしょうか。 

事務局：2022年の目標値です。 

山上委員：分かりました。現状の緑被率は、すいません、何％なんでしょうか。 

事務局：現状なんですけれども、まだ算出をしていないところでございまして。市内の、市内といいますか、東京都な

んですが、5年に 1回、飛行機を飛ばして空中写真を撮っておりまして、それに基づいて、よその自治体も

そうなんですけども、みどり率ですとか緑被率といったものを算出をしておるところでございまして。令和 6年

度の 9月に最新版が公開される予定というところでございますので、その結果に、そのデータを使って、算出

をしていきたいと考えております。 

山上委員：分かりました。ありがとうございます。 

私は、夏も 38度とかになると、緑を探して木陰の中を歩きたい、じゃなきゃ熱中症で自分が倒れちゃうんじ

ゃないかっていうぐらいな経験が、ここ 3年ぐらいあって、私、市内の男性も「今まで散歩してたけど、もう歩

いてらんないよ」っておっしゃってたので、緑に、樹木を残すことにとても関心を持ってます。なので今、ここの

取り組みが、もっと現実的に、課題がどうあったから、どういう取り組みをすればどんどん残っていくのかっていう

ところが、具体的に皆さんで進んでいただけたらなと願っております。 

あと、今、樹木が、やっぱり年上の方とお話しすると「少なくなってるよね」っておっしゃっていて。私は国立市

に住んで 3年なので変化が分からないんですけど、やっぱり減っているって体感があるってことは、今までの

（1）の課題、これが①から⑤までの取り組みに対する課題であると思うので、もっと他に、こういうことをす

べきなんじゃないかっていう心が、新たな小目標がもしかしたら必要なのかなっていうのが率直な感想でし

た。なので、今、小学校でもサクラの樹木の保存に市民がどんどん積極的だし、子どもたちも求めています

し、本題計画の 64 ページにも緩和策として、もっともっと、言わないだけで、みんな求めてるだろうと思うの

で、ここの取り組みを応援しています。 

亀山会長：ありがとうございます。今、緑陰、日陰を歩きたいっていう話ですけども、街路樹の調査は、東京都の街

路樹の調査は国立、終わってますか。東京都は、都道について街路樹の調査を、何年かで全部、東京

都全域、60万か 70万本ぐらいをやろうっていうので、やり方を実は私、指導してるんですけれども。全部

1本ずつをきちんと場所を GPS で落として、樹高と太さだとかのデータも全部取るのを今やってまして。最

初 4年前、千代田区から始めたんですけれども、中央区とかあの辺から、中心部から始めて、だんだんこっ

ちのほうに来てますので。そうすると、国立市内の都道の街路樹は全部分かるようになるんです。それから

国道はやってくれてないかな。大体してないよね。国道については、やろうと思えば割と比較的簡単にでき

る。千代田区の国道、私やってみたんですけど、割と簡単にできるのが分かった。あとは市道で街路樹があ

るところも調査しようとする。そうすると全域の、例えば街路樹の分布を地図上に落とせるんです。 

今それを使って、あなたのおっしゃる、緑陰を歩きたい、夏、どの道を歩くと木陰だけで駅まで行けるだとかい

うようなことができるんです。だから、そんなソフトを開発してるものあるので、かなりこの時代の、特に暑さ対

策についてどうできるかっていうの、かなり具体に動き出せる。そういったものも、こういう中に入れてくっていう

ことは可能なんですね。 

山上委員：すごい、いいですね。面白いです。その国の、国道の調査は、国立市のノウハウを分かればできるもんな

のですね。 

亀山会長：そうなんです。そんな難しくないです。 

山上委員：それ、ぜひ取り組んでほしいです。とても健康にもいいし、歩くことが増えると思うんです。夏場だと、12時

になったらもうどこも影がないから、もうやめとこうとかなるので。それ、めちゃめちゃ興味あります。ありがとうござ

います。 
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亀山会長：ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。どんなことでも、まだこれから始める話ですので、アイデア

で結構ですから、こんなことができたらいいんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていただけると、ありがた

いなと思いますが、いかがでしょうか。 

山上委員：今、20年前になかったけど、樹木の移植を去年されてまして。だから、その取り組みっていうのが、ここの

20年前の計画にはなかったと思うので、チェック項目もないと思うんで、今、新たにつくってもいいんじゃない

かなと思います。学校の建て替え計画が、これから数十年かけて小中学校であると思うので、この中に組み

入れてもいいんじゃないかなと思います。 

あとは、1ページ目の①で書いてくださった温暖化対策等っていうのも含めて、あと、ヒートアイランドの防止

にもなっていて。樹木がある、ないの場所だと 15度ぐらい温度差が認められています。やっぱり体感温度と

してはだいぶ気持ちいいっていうことなので、ヒートアイランド防止っていうところも書いていただければいいのか

なと思います。 

質問しても大丈夫ですか。他の。1個質問で。 

亀山会長：どうぞ。 

山上委員：8ページにある（6）2行目、社会情勢に基づく状況の変化に素早く対応していけるようっていうところ

で、前よりも半分のスパンで計画を見直すっていうのは、評価をするということと、あと、社会情勢等に基づく

っていうのが、どういう場面を想定されてるのか、イメージ教えてほしい。 

亀山会長：じゃあ、そこをお答えいただけますか。 

事務局：はい。前回の計画、2003年に計画立てられまして、20年の計画だったところなんですけれども。その中で

生物多様性の地域戦略といったものが策定できるようになったですとか、そういった新しい要素っていうもの

がどんどん出てくると思うんですけども、それに対応していくのでは、20年じゃ長過ぎるかなというところで、10

年にさせていただいたといったところです。 

亀山会長：そういう点で、10年とか比較的短い期間で、10年って短くないですけど、比較的短い期間で見直しな

がら進めてくっていうことが大事だっていうことだと思うんですね。ありがとうございます。 

山上委員：分かりました。社会情勢っていう言葉が、社会問題とかそういう、紛争とかそういうイメージだけが私の中

にあったので。そんな時に、社会がこう変わったからこうやるって、そういう意味じゃないよっていう捉え方で合っ

てますか。 

亀山会長：私の理解では、多分、何が起こるか分かんないってこと言いたかっただけだと。いろんなこと起こるかもしれ

ないから、そういうことに合わせて考え、見直していきましょうねっていうぐらいな意味に取っていただけるといい

のではないかというふうに私は思っていますけど。 

山上委員：分かりました。 

亀山会長：いかがです。よろしいですか。それでは、今、頂いたご意見を基にして、これは来年度にさらに調査がある

わけですので、調査をもう一度、見直しをしていくことも必要でしょうし。どういう方法でやってったらいいかって

ことも含めて、もう少し検討し直す。 

倉本委員：もし本当に国立市と国立市民にとって意味のある緑の基本計画と生物多様性地域戦略をつくろうと思

うんだったら、来年度いっぱいではとても。 

調査会社に調査を委託して、アンケートを取って、簡単な調査をして、それでできるわけではなくて、もっと

参加、一緒に調査する人、市民が増えることも必要だし、先ほど申し上げましたように、構造と生き物の関

係が、ちゃんと建物とか市街地の構造と生き物の関係が分かるようなデータを取らないと、国立市にどういう

自然をつくって再生してくのか、どういう生き物が住めるのかってことは出てこないと思うんです。ですから、1

年でつくる、来年度いっぱいでつくるんであれば、それは恐らく無理で、本当に早く新たなものをつくり直さな

いといけないような計画しかできないと思います。ほんとにいい計画をつくるんだったら、前回と同じように、も
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う 1年間か時間を置いていただいて、市民が参画した調査をやらしていただくっていうことが必要だと思いま

す。 

亀山会長：分かりました。その辺、もうちょっと具体的に、こんなやり方があるんじゃないかっていうようなことをメモでも

何でもお出しいただけると、事務局は考えやすいだろうなっていうふうに思います。よろしくお願いします。よろ

しいですか。それじゃあ、時間もだいぶたってまいりましたので、ご用意いただいてるのは、今日はこの 2 つで

すよね。この辺で本日の議題はおしまいかなっていうふうにですね。 

 

３. 閉会 

亀山会長：はい。最後に事務局から何かありましたら、お話を頂きたいと思います。 

事務局：ありがとうございます。じゃあ、事務局から 1点だけ、今後の予定についてになります。今日、さまざまご意

見、頂きましたので、市役所のほうでも検討させていただきたいと思います。宿題事項に対してどういった形

で皆さまにそれをお示ししていくかっていうのは会長とご相談させていただいて、皆さまにご確認していきたいっ

てふうに思っております。 

来年度の予定になります。来年度は、緑の基本計画の改定と、あと、国立市環境基本計画の進捗チェッ

クって、大きくこの 2 つの議題について審議をお願いする予定となっております。審議いただく内容ですとかス

ケジュールについては、今日の意見も踏まえて考えていきたいと思いますので、決まりましたら、なるべく早い

時期に日程調整さしていただいて、多くの委員に参加いただける日程で開催していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

亀山会長：委員の皆さんから何かご発言いただけますか。 

山上委員：先ほどの中盤でもあった計画案は、まだ決定にしないで、もう一回、審議してみようかっていう意見が挙

がって、計画の決定時期の確認したいのと。それまでにもう一回、審議会か開いていただけるのかというとこ

ろを、委員の方と当局の方とご相談っていうか、確認をしたいです。 

亀山会長：今、言われた計画は、温暖化対策のほうですか。 

山上委員：はい。そうです。 

事務局：基本的に会長とご相談させてとは思ってはおるんですが、今日、頂いた意見を踏まえて、こういう形での修

正はどうでしょうかといった形で委員の皆さまにフィードバックさせていただければというふうには考えておりま

す。その上で、話の整合性が取れたという形で計画のほうは確定作業に進めていきたいというふうに考えて

ます。 

亀山会長：ということでよろしいですか。 

山上委員：はい。今、課長がおっしゃったことは受け取りました。ただ、川野さんが言ってくださったことに私も賛成で、

今の回答は、ちょっと納得できてないとこです。 

亀山会長：すいません。もうちょっと、どういう点で、どこが納得いかないという？ 

山上委員：まだ決めないで、委員として話し合ってから決めていこうかなっていうふうに、さっき決まったと思うんですけ

ど。決まったというか委員 2人から意見が出たんですけど。今のおっしゃってたのだと、意見をもらって、もう決

定、確定作業に入るっていうことだったので、私たちは受け取ったら、それから議論できないし、私たちから

の、もう一回、意見を言う場がないまま確定に入るっていうことだと受け取ったんですけど。それだと、今ぶつ

かってると思うんですけど、意見が。 

事務局：こういう形でどうでしょうかとお示しして、当然それに対するご意見は頂ければなというふうには思うんですけれ

ども。 

山上委員：届ける際の方法は何でしょうか。個別にメールするのか、それとも、もう一回こういう話し合いの場がある

のか。どういう感じでしょうか。 
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事務局：基本的にはメール、書面等でご提示させていただければというふうに考えています。 

山上委員：とても残念に思っています。今この計画が 4月に発表されても、62％達成のために難しいだろうと思いま

す。今、来年度に勉強会をこうするとか、シンポジウムするとかって書いてありますけど、定義がばらばらだし、

次世代のエネルギーを再生可能エネルギーと同類にしてまで、とにかく皆さんも想像されるとおり、説明しにく

いと思います。私は再生可能エネルギーをどんどん国立に増やしてってほしいので、今この場で意見がまとま

らないまま終わったっていうことが残念です。 

亀山会長：まとまらないままに終わったっていうのではなくて、課題として残されているので、それについて勉強会をまず

考えていただいて、皆さんのところに「こんなふうに考えてます」っていうことで、再度意見を頂きたいっていうこ

とを言っているんですけれども。そう理解できませんか。 

傍聴者：今、残りの時間で議論したらどうですか。 

黒澤委員：ごめんなさい。環境審議会は、これを決定する機関ではないです。今回のこれについては、諮問・答申と

いう形で、審議会の意見を伺って、最終的な決定は市がやる。市長が決定します。なので、だから課長が

説明してるように、頂いたご意見を、また市で検討した上で皆さんにお伝えしますという話をしてる。最終的

な決定権は市に、あくまでもあるので、審議会が決めたものをそのままやるってことじゃないんです。そういう

仕組みなんです。 

山上委員：分かりました。では、とても市の決定権が大き過ぎるなということが、かなり悲しいです。この 6番に対して

も、こんな意見は挙がってないですし、この変更する意義がないんです。脱炭素電力って、誰が何のために

変えてるんでしょうか。 

亀山会長：それは、先ほど議論されたので、ひとまず、ここでは、これ以上はやりませんけれども。審議会の役割につ

いては今、言われたようなことで、市長に対して答申をするわけで、それは、そっから先は、今度は市が、市

長が決めて実行していくっていうことなんです。それは別に、おっしゃるように非常に悲しいことでも何でもなく

て、一般的に行政はそのように進めていくわけですし、審議会ですとか各種の委員会だとかっていうのは、そ

ういうことのために役立つようにつくられているっていうふうに理解いただけるといいと思います。私たちが物事

の最終決定権者じゃない。 

山上委員：分かりました。では、私はこの計画の、この 2 カ月での変更を、市、国立市が原発も、未来の電源も含

めて推進したいというメッセージだと受け取りました。 

亀山会長：別にあなたがどう受け取ってもいいんですけど。別にそういうことをここで話し合ったわけではないし、そういう

結論に至ってるわけじゃないですので。そこは、あまり言い過ぎないほうがいいかなっていうふうに。 

傍聴者：亀山会長、これ、答申できないんだよ、これだと。意見違い過ぎるんで。再審議しないの？ 

事務局：議事の妨げになります。やめてください。 

傍聴者：再審議だよ、会長。 

事務局：議事の妨げになりますので、やめてください。 

山上委員：もう一回の審議を求めます。 

傍聴者：会長のご見識で。 

事務局：議事の妨げになりますので、やめてください。ご退出いただきます。よろしいですか。 

 

山上委員：もう 1 つお願いです。庁議に伝えていただきたいのが、これでは 62％達成の目標に効果がほとんど削ら

れていると思っているということを意見しておきます。 

亀山会長：分かりました。それじゃあ、よろしいですかね。 

傍聴者：再審議をお願いします、会長。亀山会長。 

事務局：やめてください。 



14 

 

傍聴者：再審議を。他の委員も発言してください。 

黒澤委員：あなたみたいな人がやじるから発言できないんです。萎縮するでしょう。 

傍聴者：1回も発言してないじゃないですか、皆さんは。 

傍聴者：会長のご見識で。 

黒澤委員：もう出ていってくださいよ。 

傍聴者：亀山会長のご見識でお願いします。 

黒澤委員：いやいや、おかしいですよ。 

事務局：議事の妨げになりますので、お静かにお願いいたします。 

傍聴者：市役所は再生可能エネルギーを買って、市民は脱炭素エネルギーっつって、カーボンニュートラルメタンと原

発を買わされるんですか。 

傍聴者：亀山会長、お願いします。 

事務局：議事の妨げになりますのでお静かにお願いします。 

傍聴者：市役所は再生可能エネルギーを普及させるって言って率先行動取ってますよね。このままでいいのか。他の

委員も発言してください。 

事務局：議事の妨げになりますので、静かにお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。議事の妨げになり

ます。 

傍聴者：議長、他の委員からも意見を求めてください。 

亀山会長：会議は皆さんの意見を頂くように進めてまいったと私は思っておりますので、これは別に、ここまでの議事

の進行について、特に問題があったというふうに思っておりません。それから、この場ですぐ、もう一回、審議し

ろって言われるよりも、取りあえず、今日、事務局で対応していただかないと、この先、進みませんので、事

務局に対応していただくようにお願いをしてます。今そういうふうな回答があったので、そのように進めますとい

うことなんです。私にはそれ以上の権限がありませんので、会長の役割としては今日の会議はそういうふうな

ことで終わらせていただくっていうふうに、と思ってるんですけれども。そこはご理解いただきたいと思います。 

以上で本日の会議は終わらせていただきます。事務局からは何もありませんか。 

事務局：はい。 

山上委員：最後に 1 つ。 

亀山会長：はい。 

山上委員：どうか、対策を後回しにしないでほしいんです。 

亀山会長：いや、ですからそれは、ちゃんとやるべく市役所っていうのがあるわけですので。そこは、そういうふうにやって

いただくっていうことだろうと思いますが。お気持ちは分かります。 

じゃあ、これをもって終わりにいたします。どうもご協力ありがとうございました。失礼いたします。 

 

 

以上 


